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司会＝大内佐紀・日本記者クラブ企画委員 

本日はシリーズ企画、ハマス・イスラエル衝

突の第 2 回として、明治学院大学法学部の東

澤靖教授をお迎えしました。東澤先生は国際

人権法、国際人道法がご専門で、もともとは

弁護士として活躍してこられました。10 月 7

日に始まったイスラエルとイスラム組織ハマ

スの戦闘では、双方の国際人道法違反が指摘

されています。国連のトゥルク人権高等弁務

官は、双方の行為が戦争犯罪にあたると指摘

しました。国際人道法は、民間人を巻き込む

ような攻撃や人質の拘束などについてどう定

めているのか、その限界はどういった点にあ

るのか、戦争犯罪にあたるという発言の意味

などについて解説いただけるものと思います。

それでは先生、よろしくお願いします。 

東澤靖・明治学院大学教授 今日、求められ

ているのは、今回のイスラエル＝ガザ紛争に

関する法的な見方、評価という点だと思いま

すが、それに適用される国際法、そして実際

に今後どうなっていくのか、ということをで

きるだけお話をしたいと思っています。ただ、

お断りしておかなければいけないのは、私は

パレスチナ問題の専門家ではありません。パ

レスチナがこれまでイスラエルとの関係で被

ってきた歴史について深い知識があるわけで

はありませんので、そういった点はご容赦く

ださい。また、パワーポイントに記載したよ

うに、国際人道法とは何ぞや、ということか

ら始まって、現在の状況を法的に読み解くと

いう形でお話をさせていただきたいと思いま

すけれども、なにぶん時間の制約があること

と、皆さんの関心がどこにあるのか、また、

そんなことはもう知っているよ、ということ

もあるかもしれませんので、そういう意味で

は、まずはさらっと全体的なことをお話した

上で、皆さんの質問を聞きながら、必要なと

ころを深めていくという形で進めたいと思っ

ています。 

国際人道法の基本は武力紛争法 

まず、最近のこのイスラエル＝ガザの紛争

でよく使われるようになった国際人道法、

International Humanitarian Lawとは何なの

かについて、少し前提の説明をしたいと思い

ます。（資料パワーポイント＝以下 PP P.2）

まず国際人道法の基本を成しているのは武力

紛争法、つまり武力紛争があったときに適用

される国際法です。これは、かつては戦争法

規といわれていたものです。それがなぜ国際

法の中で特別な地位を持っているのか。 

実はこの国際人道法という法は、ある意味

では恐ろしい法です。と言うのは、この法は、

人を殺したり、物を破壊したりする権利を認

める法なのです。通常の社会であれば、人を

殺したり傷つけたり、あるいは物を破壊した

りすることは当然犯罪ですし、賠償の責任も

負います。しかしながら、この武力紛争法、

戦争法規という枠組みの中においては、それ

がある意味での特権として許される、という

非常に奇妙な法なのです。 

なぜそんな法になっているのかを簡単にお

話します。かつて国際法の世界は、2 種類に

分かれていました。平時の国際法と、戦時の

国際法です。平時国際法と戦時国際法と呼ん

だりします。この二つの国際法は、戦争が始

まるとスイッチを押すように、ガラッと国際

法の塊が変わってしまう。コインが裏目にな

るように、全く違った法が適用されるという

ことだったわけです。なぜかというと、それ

は戦争があることを前提として国際法が作ら

れていたからです。 

戦争法から武力紛争法へ 

戦争というのは、主権を持っている国家が、

自由にいつでもどうやってでも行使していい

権利なのだ、という考え方のもとでできた国

際法が戦時国際法だったわけです。ある意味

でその延長上にあるのが、今日では武力紛争

法と呼ばれる法です。なぜ戦時国際法が武力

紛争法になったかというと、国連ができて、

戦争が国際法上は基本的に違法だということ

になった。歴史上初めてのことです。なおか

つ、戦争というのは法的な概念で、一定の手

続き、例えば宣戦布告をして初めて戦争と認

められるという概念だったわけです。ところ
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が、そのような正式な手続きを踏んでいない、

例えば日本がかつて行った満州事変や支那事

変のように、戦争と呼ばずに始まった武力紛

争にも適応される法である、ということを言

うために、戦後は「戦争」ではなく「武力紛

争」という言葉が使われるようになりました。 

それがさらに国際人道法と呼ばれるように

なったのには、いろいろな経緯があります。

直接の契機は 1971 年に、赤十字国際委員会が

国際人道法を議論するための国際会議を開き

ました。その時初めて国際人道法という言葉

を使って、それ以来この言葉が定着していま

す。（PP P.3）この国際人道法は、武力紛争

法が主なものです。ですからこの後、武力紛

争法という言葉を何度か使うかもしれません

が、それは国際人道法と同じだと考えていた

だいて結構です。 

それだけではなくて、他にもジェノサイド

とか、人道に対する犯罪といった、いわゆる

重大な人権侵害に対する規制、条約がありま

すけれども、これも国際人道法の一部だと言

われています。これがなぜ武力紛争法と違う

のかというと、これらの犯罪は必ずしも武力

紛争がなくても起こるからです。例えばかつ

てナチスは、ユダヤ人を収容所に入れて、市

民権を奪って、そして殺害をしましたが、そ

れは戦争が始まる前から行っていました。戦

争が起こっていなくても、こういうジェノサ

イドとか、人道に対する犯罪というのは起こ

ります。そういった意味で、武力紛争法とは

ちょっと区別される。 

国際人道法はハーグ法とジュネーブ法 

国際人道法というのは、それらを全てまと

めた概念として使われます。国際人道法には

大きく分けて二つの分野があります。ハーグ

法とジュネーブ法です。ハーグ法というのは

戦争のやり方を定めたものです。戦争のとき

に何をやってもいい、というかつての戦時無

法主義という考え方に対して、そうではなく

て、これはやらないことにしよう、と定めた

のが、ハーグ法と呼ばれています。なぜハー

グ法と呼ばれるかというと、それは 1899 年の

万国平和会議――明治時代で日本も参加して

いましたけれども――そこから始まった一連

の条約を呼ぶからです。 

もう一つはジュネーブ法と呼ばれるもので、

こちらは戦争の犠牲者の保護に焦点を当てて

作られてきた国際法です。これは最初に 1864

年にアンリ・デュナンが提唱した、赤十字国

際委員会の前身の団体が、初めてのジュネー

ブ条約というものを作ることに成功しました。

それ以来、いろいろな形で発展してきたもの

です。戦争の犠牲者――戦争で傷ついたもの、

病気になったもの、さらには捕虜になったも

の、そして最後には市民、文民――こういっ

た人たちを保護するための国際法としてでき

たのがジュネーブ法と言われています。 

今お話したことをまとめたのがパワーポイ

ント資料 3 ページの「国際人道法の概要」で

す。国際人道法とは、武力紛争法プラスアル

ファである。武力紛争法というのは武力紛争

の間に適用される国際法で、どこから始まる

のかというのは議論がありますけれども、一

発の弾丸が撃たれた時から、武力紛争法が適

用されることになる。そして武力紛争が終了

すると同時にこの法の適用が終わるという、

ある意味で時間の限られた国際法です。次が

武力紛争法の特徴なのですが、その戦争が正

しい場合でも正しくない場合でも、平等に適

用される。例えば今の国連体制のもとで、安

全保障理事会が決議をして、例えばイラクが

クエートに侵攻した時に、それを押し戻す戦

争は国際法上違法ではない。あるいは自衛の

ための戦争は違法ではないとされています。

しかし、そのような違法ではない戦争にも同

じように国際人道法は適用される、というも

のです。四つ目の二つの分野はすでにお話し

した通りです。 

条約と慣習国際法で構成 

では、こういった国際人道法あるいは武力

紛争法が、どういったものによってなってい

るのかというのが次の資料です（PP P.4）。

一般の国際法と同じように、条約と慣習国際

法からなっています。条約というのは国と国
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が約束をして、お互いに権利や義務を認め合

ったものです。慣習国際法というのは、長年

の国家の実践の積み重ねの中で、これはお互

い破ってはいけないね、と確信に達したもの。

これが慣習国際法だと考えられます。 

武力紛争法も同じようにこれに該当するも

のがあります。条約で言えば、多くの条約が

ありますけれども、主要な条約としては先ほ

ど触れた 1899 年に始まり 1907 年に 2 回にわ

たって締結されたハーグ陸戦条約・規則があ

ります。そして 1949 年に締結されたジュネー

ブの 4条約、GCⅠ（Geneva Convention）から

GCⅣと表現しますけれども、それと 1977 年の

ジュネーブ第 1、第 2追加議定書です。そのほ

かに個別兵器、対人地雷、化学兵器、生物兵

器、核兵器、こういったものに関する条約が

あります。 

こういった条約に対する加盟状況で言うと、

パレスチナはいずれにも入っています。イス

ラエルはジュネーブ 4 条約には入りましたけ

れども、追加議定書、あるいは後で触れる国

際刑事裁判所規定（ICC 規定）には入ってい

ません。では入っていない国々に対して国際

法は適用されないのかというと、そうではあ

りません。そこには慣習国際法というものが

あります。慣習国際法は、その国が受け入れ

ようが受け入れまいが、既に慣習として成立

しているということで、すべての国家に適用

される国際法です。これは既に述べたハーグ

法を中心とするものが、戦争の法規及び慣例

として現在、慣習法になっていると受け入れ

られています。さらにはジュネーブ 4 条約や

追加議定書を基礎とする諸規則、これも慣習

法のレベルに達していると考えられています。 

ただ、何が慣習法なのかについては実際に

は争いが出てきますが、ありがたいことに、

赤十字国際委員会が、161 項目の規則にまと

めています。これは、これまでの条約、国際

裁判所の判決例、さらには世界中の国家の軍

事マニュアルなどを参照した結果、ここはみ

んな受け入れる内容になっていますね、とい

うのを慣習法としてまとめたものです。それ

が資料 2 「ICRC慣習法_規則のみ」です。161

項目の規則は、ICRC が出している分厚い本や、

ホ ー ム ペ ー ジ で も 見 ら れ ま す

(https://www.icrc.org/en/doc/assets/files

/other/jap-irrc_857_henckarts.pdf)。そこ

には、それぞれの規則に該当する分野につい

て、どういう条約が存在するのか、さらには

各国の軍事マニュアルでどういったものが存

在するのかが詳しく書いてあります。より掘

り下げたい方には、それを参照していただけ

ればと思います。 

国際的武力紛争と非国際的武力紛争 

それらを前提にして、これから武力紛争法

の中身についてお話しします。（PP P.5）ま

ず、武力紛争法は、適用される場面で大きく

二つに分かれます。なぜ二つに分かれるのか。

そもそも、この武力紛争法、戦争法規という

のは、国家と国家の間の戦争に適応するため

に生み出されてきたものです。かつては、戦

争というのは、国と国が行うことを前提とし

ていました。しかし第二次世界大戦の後に、

その前にもスペインの市民戦争などがありま

したけれども、特に後になると植民地から独

立する民族解放闘争や、一つの国内で政権を

争って行う内乱などが増えていきます。そう

いったものに対して、果たしてこの武力紛争

法というのは、そのまま適用できるのか、と

いうところで出てきたのが、非国際的武力紛

争、国際的武力紛争です。それぞれ NIAC 、

IAC と呼ばれます。ですから、この紛争はど

ちらが適用されるかで、少し話が違ってくる

わけです。 

実際には、NIAC、非国際的武力紛争の場合

は、国際的武力紛争の場合のようなフルセッ

トの武力紛争法ではなく、その一部が適用さ

れると考えられています。その典型的なもの

は、戦闘員の特権の有無です。冒頭にお話し

した、人を殺す権利、つまり戦闘員と認めら

れれば、敵を殺す権利、殺しても刑罰を受け

ないし、賠償を請求されることもない、とい

う免責特権が生まれます。その代わり、いつ

でも標的になるという地位に立たされます。

あるいは捕まったときには捕虜になり、捕虜

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/jap-irrc_857_henckarts.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/jap-irrc_857_henckarts.pdf
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として一定の待遇を受けることができる、と

いう特権を持っています。これはあくまでも

国家の正式の軍隊に対してだけ認められるも

のであって、非国際的な武力紛争法での武装

勢力には認められない権利だと考えられてい

ます。 

なぜそうなったのかというと、非国際的武

力紛争法を議論するに際して、ほとんどの国

家は、例えば自分の国内にいろいろな問題を

抱えています。反政府勢力がいたりします。

そういった反政府勢力を自分たちと対等のも

のとして扱うのは嫌だ、という声が多かった

のです。だから、戦闘員や捕虜など、通常の

武力紛争法の最低限のルールを非国際的武力

紛争における反乱軍や武装勢力には適用しな

いという形でできています。その他にも区別

はありますが、ICRC の慣習法は、世界の軍事

マニュアルなどを点検した結果、非国際的武

力紛争法であっても、ほとんどの国が同じよ

うな規則を守っているとしています。そうい

う意味で、ほとんど差異はないと考えられて

います。 

武力紛争法が持つ弱点 

このような形でできてきた武力紛争法には、

後でもう一度詳しく話しますが、弱点があり

ます（PP P.6）。それは、国際人道法という

名前を持っていても、決して人道のみを目的

とした国際法ではないということです。どう

いうことかというと、これは国家が同意して

条約にしてきたものです。それぞれの国家は、

自分たちが持っている軍隊や軍事的能力を必

要以上に制限する国際法は受け入れられない

という考え方を持っています。ですから、で

きた武力紛争法というのは、あくまでも妥協

の産物でしかないわけです。何の妥協かとい

うと、軍事的利益と人道のバランスのもとに

しか合意は成立してこなかったわけです。で

すから、ジュネーブ条約や追加議定書の条文

に当たっていただくと分かるように、例外が

たくさん付いています。これは禁止する、し

かしながら、絶対的な軍事的な必要性がある

場合には適用されない、というような形で、

いろいろ抜け道が用意されています。 

もう一つの問題は、この条約に違反した場

合に一体どうなるのか、ということです。例

えば今回は、一方の軍事勢力が人質を取って

いて、一方が民間人に影響の及ぶような攻撃

を繰り返している。そして自分たちは違反し

ていないと主張します。では違反しているか

どうかを、誰がどうやって決めていくのか。

この武力紛争法の枠組み、ジュネーブ条約や

追加議定書などの枠組みの中には、それをき

ちんと調査して最終的な判断を下すことがで

きる国際機関は存在しません。厳密に言うと、

1977 年の追加議定書は、違反の疑いがあると

きには、国際事実調査委員会を立ち上げるこ

とができる、となっていますが、残念ながら

これは、紛争の当事者が両方とも合意したと

きにだけ立ち上げることができる、となって

います。そのため、今までの紛争でこの調査

委員会が活動を開始した例はありません。同

意しないわけです。 

もう一つ、1977 年に追加議定書ができてか

らもう 50 年近く経っていますが、その間に武

力紛争に関する新しい条約ができていません。

この間、戦争の手段が変わってきました。最

近ではサイバー戦や AI による攻撃など、いろ

いろな形での軍事力の発展があります。しか

しながら、それらを新しく取り込んだ条約は

全くできていません。なぜかというと、それ

をどの国も嫌がっているからです。特に強い

武力を持っている国が嫌がっているからです。 

国際人道法から見たイスラエルとハマス 

ここまでの話は、今回の武力紛争との関係

では一体どうなるのか。（PP P.7）まずパレ

スチナは果たして国家なのかどうなのか。ハ

マスは国家の軍隊なのかどうなのか。イスラ

エルとハマスとの間の紛争は国際的な武力紛

争なのか、非国際的な武力紛争なのか。そう

いった、いろいろな疑問が出てきます。これ

についての確たる結論を、今の時点で出すこ

とはできないかもしれません。それは背景に

いろいろな国家、あるいは国家性をめぐる議

論があるからです。 
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しかしながら簡単に言うと、パレスチナは

一応独立した主権国家だと評価できます。領

土と国民と、そして実効的な政府を持ってい

るという意味で、です。これは多くの国が承

認しているかどうか、とは関係ありません。

例えば北朝鮮はかなりの国から認められてい

ないけれども、国家として存在することを否

定することはできない。台湾についても同じ

です。ですから、他の国が承認しているかど

うかと、国家性というのは切り離された概念

です。 

ハマスはどうなのか。これはさらに複雑な

問題です。私は歴史学者ではないので詳細に

は立ち入れませんけれども、かつてハマスは

パレスチナ全域で行われた選挙で多数派、過

半数を獲得している。ファタハと一緒に統一

政府を作った。ところがファタハが選挙結果

を否定する形で、自分たちが政権を継続した。

そして実際上、ハマスはガザ地区を統治して

いる。選挙結果から言えば、ハマスはパレス

チナを代表する国家だということを全面的に

否定することもできないわけです。実際にシ

リアとかイランとかはハマスを国家、政府と

いう形で認めています。 

そういった疑問があるのですけれども、ど

ういった武力紛争法が適用されるのかとなる

と、おそらく完全な武力紛争法を適用する方

向に考え方が行くのではないかと思います。

例えば今後、国際司法裁判所とか国際刑事裁

判所で考えられる場合には、適用されるのは

おそらく国際的な武力紛争法、国家と国家の

間の法になる可能性が大きいと思います。こ

れは、イスラエルをはじめ多くの国がハマス

をテロリストとかテロリズムと呼んでいるこ

ととは直接には関係ありません。それとは関

係なく、武力紛争法に何が適用されるのかと

いうことが判断されることになるわけです。 

通常、テロリズムは国内の刑法で処理され

ます。民間人に対しての犯罪行為だというこ

とです。それが国際テロと呼ばれた場合には、

いくつかの国がテロ対策の国内法を一緒にな

って適用する、ということになっています。

しかし国際法のレベルでは、テロリズムと定

義したことによって、何か法的な性質が変わ

るということはありません。 

武力紛争法の４つの原則 

では武力紛争法というのは一体どういう内

容なのか。（PP P.8）これを全部短時間で説

明することはできませんので、エッセンスだ

けお話ししたいと思います。まず４つの原則

からなっています。これは一般に受け入れら

れています。一つは区別原則です。これは戦

闘員、軍用物と文民、いわゆる民間人ですね、

民用物を区別しなければいけないということ

です。第 2 の原則は、軍事的必要性の原則で

す。これは戦争、武力紛争の目的は、あくま

でも相手を弱体化して降伏させることであっ

て、そういった目的を超えて攻撃する、ある

いは財産などを全面的に破壊してしまうこと

は、否定されるということです。第 3 は、均

衡の原則です。これはやり方です。軍事的な

利益が予想されるとしても、それはあくまで

もそれによってもたらされる損害を遥かに超

えるという状況ではないと、そういった軍事

行動は正当化されないということです。第 4

が人道の原則です。軍事行動は「人道の法」

の支配を受けるということなのですけれども、

「人道」は色々なものを含みます。例えば、

無用に苦痛を与える兵器は禁止されるとか、

過度な傷害を与える兵器は禁止されるとか、

そういったものが含まれています。 

民間人を救済しなければいけないというの

も、この人道の原則に入ると同時に、一番目

の区別原則にも該当するわけです。第 1 の戦

闘員と民間人の区別、これが今回の紛争にお

いては一番大事だと思います。ここで言う戦

闘員と民間人の詳しい定義をここに書いてお

きました。（PP P.9）あとは関連条文資料 1

にもありますけれども、戦闘員というのはあ

る意味で特権を持ち、攻撃を受ける立場にあ

ります。特権というのは先ほども言ったよう

に殺傷・破壊が許される、でも自分が標的に

なる。捕まった場合には捕虜となる。通常は

軍隊の構成員がこの戦闘員ということになり

ます。それに対して民間人というのは、そう
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いう戦闘員や捕虜以外のものすべてが民間人、

文民ということになります。その間に取りこ

ぼしがないように、すべての人間は戦闘員と

しての資格が認められるか、民間人としての

資格が認められるか、どちらかでその中間は

ありません。 

余談になりますけれども、ブッシュ政権が

アフガニスタンやイラクを攻撃した後で、そ

こで捕まえたアルカイダとか、フセイン派の

人間をキューバのグアンタナモ基地に連れて

行って拷問したり長期、無期限の拘留をした

りしたことがありました。その時にブッシュ

政権は、彼らは文民、民間人でもないし戦闘

員でもない、不法戦闘員だ、だからジュネー

ブ条約の適用はないのだと主張していました。

それについては、アメリカの最高裁が最終的

には、そういう中間の地位はない、少なくと

も彼らにはジュネーブ条約の、非国際的武力

紛争法上の保障が適用されという判断を下し

ています。 

区分原則の「穴」を塞ぐための規則 

この区別原則は、攻撃対象のところにまず

現れてきます。軍事目標は軍事的な施設に限

られる、民用物は攻撃対象にしてはならない

という原則です。非常にシンプルなのですけ

れども、実際にはいろいろな問題が生じます。

それは、これが禁止しているのは、意図的に

民間人や民用物を攻撃することを禁止してい

るということだけなのです。言い換えると

「間違えました、ごめんなさい」というのは、

これに違反することにはならないわけです。

よく出てくるのが、コラテラルダメージ、付

随的損害というものです。「軍事目標を攻撃し

たはずだけれども、ごめんなさい、周辺にい

る民間人に影響が及んでしまいました」。ある

いは、「軍事目標だと思って攻撃しましたけれ

ども、ごめんなさい、実際には民間人の施設

でした」。こういう場合は、この区別原則に違

反することにはならないわけです。意図的に

民間人を狙ったわけではないから。そういう、

ある意味での穴が、区別原則にあるわけです。 

しかし武力紛争法は、その穴をなんとか塞

ごうとするためのルールも作ってきました。

（PP P.11）その一つが、無差別攻撃の禁止

です。かつて、第二次世界大戦で行われたよ

うな都市に対する空襲、無差別の絨毯爆撃。

こういったものは、無差別攻撃つまり民間人

と軍事施設を区別することができない攻撃だ

ということで、禁止されることになります。

次に、特定の軍事目標のみを対象とすること

ができない戦闘の方法や手段の禁止です。ク

ラスター爆弾はまさにその典型例で、核兵器

もそうです。三つ目に、限度を超える影響を

及ぼす戦闘の方法や手段の禁止です。よく例

に挙げられるのは、白リン弾とか、皮膚につ

いたら骨を焼き尽くすまで火が絶対消えない

兵器とかです。こういったものは無差別攻撃

ということで禁止されます。 

さらに、攻撃に際しては予防措置を取らな

ければいけない。（PP P.12）つまり、軍事目

標と文民を区別するために、攻撃する側も守

る側も、予防のための措置を取らなければい

けない。まず攻撃する側は、民間の目標を攻

撃しないように自制し、それが民間のものだ

と分かったら中止しなければいけないし、さ

らに民間人に被害が及ぶ場合には、あらかじ

め警告しなければならない。この警告も単に

形式的な警告ではなくて、効果的な警告、つ

まり民間人が十分避難できるような警告をし

なければいけない。さらに民間人に害が及ぶ

攻撃とそうではない攻撃があったら、民間人

に害が及ばない攻撃を選択しなければならな

い。 

守る側にも、民間人を巻き込まないための

義務が課されます。まず軍事施設に関しては、

民間人の施設から離さなければならない。民

間人に攻撃が及ばないように回避しなければ

いけない。その他の予防をしなければいけな

い。関連して、人間の盾の禁止も存在します。 

さらに武力紛争法は、攻撃が禁止される個

別の対象を規定しています。（PP P.13）戦闘

外にある者、文化財・礼拝所、自然環境への

影響、医療施設、民間人の生存に不可欠な物、

文民保護活動です。こうしたものは攻撃の対

象から外さなければいけません。それに関し
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ては、資料 1 の 2 ページに、それぞれに該当

する条文を掲げていますので、必要があれば

参照してください。医療活動、文民保護活動

は原則として、攻撃の対象にしてはならない

のですけれども、例外があります。民間施設、

医療施設などが軍事攻撃のために使われてい

るような場合、あるいは文民保護活動に参加

している者が、戦闘行為に参加するような場

合には、保護が失われることになります。 

次に禁止される戦闘の方法、手段です。（PP 

P.14）これもたくさんありますけれども、例

えば本件との関連では、飢餓の状態に置くこ

との禁止、無差別な性質を持つ兵器の禁止、

人質を取る行為の禁止、人間の盾の禁止、こ

ういったものが詳しく規定されています。こ

こには慣習法の規則だけを挙げていますけれ

ども、それに該当するものは資料に載せてあ

ります。 

交戦当事者が負う民間人保護の義務 

今の話は攻撃の禁止ですけれども、さらに

積極的に交戦当事者は、民間人に対して保護

をする義務を負います。（PP P.15）ジュネー

ブ条約では、被保護者というカテゴリーとそ

れ以外の住民とを分けていて、ややこしいの

ですけれども、そこは深入りしていると時間

がないので、少なくともジュネーブ追加議定

書では、そういった区別なしに基本的な保護

が与えられるということになっています。 

基本的な保障は、人道的な扱いと差別のな

い保護、そして生命身体、尊厳、人質、集団

罰などの禁止。さらに逮捕、抑留に際しての

公正な裁判の保障とか、女性や子どもに対す

る特別な保護などです。他にもたくさんあり

ますけれども、こういった保護を与えなけれ

ばならないことになっています。（PP P.16）

具体例としては、占領地では、食料・医薬品

の供給、健康・衛生の確保、宗教上の援助、

救済品の分配、人道救援活動の許容、こうい

ったものを認めなければいけない。 

子どもに関しては、特別な尊重と保護を受

ける権利を有します。避難、看護、食料、医

療、教育、宗教、識別、こういったものを紛

争当事者が子どもから奪われないように与え

なければいけないという義務を負っています。

人道救援活動、平和維持活動も保護尊重しな

ければいけない。医療活動の保護・尊重は攻

撃対象のところで触れました。ジャーナリス

トの保護・尊重については、条文を挙げてい

るとキリがないので、資料 1 に該当する条約

の条文を載せていますので、参照してくださ

い。 

あとは禁止行為として、移送・移動が禁止

されます。（PP P.17）民間人を強制的に移送

したり追放したりしてはならない。これは非

国際的武力紛争でも移動の禁止があって、少

しややこしいのですが、国際的武力紛争の場

合には移送＝トランスファー、非国際的武力

紛争の場合には移動＝ディスプレイスメント

と用語が違うのですけれども、結局のところ、

強制的に他のところに連れていってはならな

いということです。あと、人質を取ることが

絶対的禁止だというのは既に述べたとおりで

す。 

イスラエル、ハマスの民間人保護違反 

こういった禁止行為も含めて、保護を受け

る対象として民間人は存在するわけです。具

体的に今回の事態に関して考えてみます。（PP 

P.18）一つ一つ全部詳しくはできませんけれ

ども、最初に始まった 10 月 7 日のミサイル攻

撃、さらにイスラエルの侵攻による民間人の

殺害、これが区別原則に違反しています。軍

事目標以外へのミサイル攻撃も同じです。人

質を取る行為、あるいは軍事施設を民間施設

の近くに設けていることは、予防措置に違反

する。人間の盾ですが、これがどの程度何を

やっているのかというのはまだ議論の対象で

すけれども、こういったものは今まで言って

きたものに違反することになります。 

一方で、ハマスはこれまでパレスチナの人

たちが抱えてきた、憎しみと暴力に対する恨

みを晴らすためにやっているのだ。だから占

領や暴力を、犯罪あるいは武力紛争法の禁止

行為として考えていいのか、という議論もあ

り得ると思います。しかしながら、先ほども
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言ったように、武力紛争法というのは、戦争

の大義とは全く関係なく、常に平等に適用さ

れなければいけないというのが原則です。 

イスラエル軍の行為は、すでに多くの形で

議論されていますが（PP P.19）、民間施設の

攻撃と生活基盤の破壊、包囲戦、移動指示、

病院施設への攻撃、こういったものが、今ま

で言ってきたものに違反するということにな

ります。イスラエルも、色々な大義を抱えて

います。イスラエル国民を含めて、アラブ諸

国に囲まれて、消滅の危機に常に瀕してきた。

あるいは日常的なテロへの恐怖がある。後に

触れる自衛権の行使、人質の取り戻しを主張

します。しかし、ハマスの場合と同じように、

そういった動機や大義は、武力紛争法による

判断には関係しないということになります。 

特に自衛権は、国際法の下では、一定の要

件を満たしたものだけが、国連憲章 51 条によ

って認められています。（PP P.20）それは、

武力攻撃が存在している間だけ、急迫性があ

る、必要性がある、均衡性のある反撃措置と

いう４要件を満たすということです。これに

ついては、これまで長くパレスチナを占領し

てきたことで、急迫性はないのではないか。

今回攻撃を受けたとしても、領域内からハマ

スが撤退してしまえば、急迫性は終了してし

まう。将来のテロの可能性については、先制

攻撃が自衛権の行使として認められない以上、

不十分だということになります。反撃として

行っている攻撃は、明らかに過剰なものです。

人質が取られているということは、他国を侵

略し攻撃する武力行使を正当化はしません。

例えばイランのアメリカ大使館で人質が取ら

れたときに、アメリカがイランを攻撃するこ

とが正当化されるか、という問題と同じです。 

戦争犯罪と国際刑事裁判所 

残された時間で、戦争犯罪と刑事司法につ

いてお話しします。（PP P.21）一体、戦争犯

罪とは何なのか。今まで述べてきた武力紛争

法の違反と何が違うのか。一言で言えば、今

まで述べてきた武力紛争法違反の中でも重大

なものが、戦争犯罪だということになります。

ジュネーブ諸条約の重大な違反と、ハーグ条

約以来の法規慣例の著しい違反。これが戦争

犯罪ということになります。戦争犯罪に該当

するものについては、ジュネーブ条約によっ

て全ての国が、自分の国の国内の刑事司法制

度を使って捜査し、訴追する義務を負ってい

ます。それは自分の国の国民だけでもないし、

敵国の軍隊用人間だけでもありません。第三

国の国も、ジュネーブ条約に入っている以上

は、捜査し訴追する義務を負うことになりま

す。 

これは、あくまでも国内法の問題です。国

内の刑事司法制度を使っての義務です。しか

しながら、国内の刑事司法制度が十分に機能

しない場合があります。特に軍隊を抱える国

は、自分の国の兵士を訴追することに対して

は非常に消極的です。それは軍隊の士気の問

題に関わることで、なかなか自国内ではやり

きれません。そういった中から出てきたのが

国際刑事裁判所、あるいは戦後に確立してき

た国際刑事システムです。現在では、1998 年

に採択された国際刑事裁判所（ICC）規程の中

で、戦争犯罪のリストが包括的に定まってい

ます。これらは国際的武力紛争と非国際的武

力紛争という二つのカテゴリーに分けて、ジ

ュネーブ条約の重大な違反行為、法規慣例の

著しい違反という形で、多くの類型の戦争犯

罪のリストが定められています。現在は戦争

犯罪と言うと、このリストに挙げられている

行為と捉えられています。 

イスラエル、ハマスと戦争犯罪 

イスラエル＝ガザにおいて可能性のある戦

争犯罪（PP P.22）ですが、ハマス側は、10

月 7 日の民間人の殺害、軍事目標以外へのミ

サイル攻撃、人質をとっていること、「人間の

盾」を用いていること、イスラエル軍は軍事

目標以外への砲撃、医療活動への攻撃、包囲

戦、民間人の違法な追放・移送・移動、これ

らがそれぞれの戦争犯罪に該当する可能性が

あります。ちなみに戦争犯罪のリストも全部

話すと大変なものになりますが、資料1の3ペ

ージに、ICC 規定で戦争犯罪になっている行
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為の項目リストを、四角に囲った形で 4 類型

で挙げています。 

その他にも、実は今回の問題は他の国際犯

罪が成立しないのかという問題もあります。

（PP P.23）それはジェノサイド犯罪です。

もしもイスラエルが、パレスチナ集団を破壊

する意図で行ったということが立証されれば、

この可能性が出てきます。さらには人道に対

する犯罪です。これは広範または組織的に文

民に対する攻撃として、いろいろな行為、殺

人とか生活条件賦課、追放、強制移送、迫害、

などが行われた場合には、他の国際犯罪の可

能性も出てきます。では、実際に国際刑事裁

判所が、今回の事態において動く可能性はあ

るのか。実際には、ウクライナ紛争に比べて、

ICC の動きは当初非常に鈍いものでした。こ

れはアメリカに対する遠慮とか、ヨーロッパ

諸国に対する遠慮とか、いろいろなことが要

因としてあると思います。 

しかし法的に言うと、今回の事態は国際刑

事裁判所の捜査対象になり得る内容です。（PP 

P.24）国際刑事裁判所が権限を行使できるも

のとして、締約国の領域内で起こった事件に

ついては、ICC 規程に入っていない国の国民

であっても捜査し捕まえることができます。

パレスチナは 2015 年に ICC 規定の締約国とし

て加入しています。ICC の裁判部も、これま

でパレスチナの領域内で行われたイスラエル

の行為に対しては、ICC が管轄権を持つとい

う決定をしています。同じように、今回の事

態についても権限を行使することが可能です。 

しかしながら、実際に捜査や逮捕ができる

のかというと、それはまた別の問題です。ICC

は自前の警察力や軍隊を持っているわけでは

ありません。いろいろな国に頼らなければい

けない。例えば、ICC はウクライナ紛争では

プーチン大統領に対して逮捕状を出していま

すが、実際にそれが執行できるかどうかは分

からない。でも、ICC の加盟国にプーチン大

統領が旅行した場合には、その国は彼を逮捕

して ICC に引き渡さなければいけないという

条約上の義務を負うことになります。ですか

ら、今回の件について ICC が逮捕状を出せば、

イスラエルの政府や軍の指導部が、今後、ICC

に入っている 123 か国のどこかの国を訪れた

場合には、その国はその人間を逮捕し、引き

渡さなければならないという義務を負うこと

になるわけです。 

国際人道法に対する信頼が損なわれる 

最後にまとめとして、二つの点をお話しし

たいと思います。（PP P.25）今回のイスラエ

ルによるガザへの侵攻は、それ自体が非常に

大変で人道的に、我々の良心にショックを与

えるような出来事ですが、それ以上に、この

問題をめぐっての国々の動きが、国際人道法

あるいは今後の世界秩序に与える悪影響につ

いても考えなければいけません。特に今回の

紛争において、アメリカあるいはヨーロッパ

諸国は、イスラエルを非難することはできな

い、あくまでも支援するという枠組みの中で、

でも、国際人道法は守ってください、人道支

援は妨げないでください、という立場を取っ

ています。 

このことが世界に発する否定的なメッセー

ジは、やはり無視することができない大きな

ものがあると思います。もちろん国連の安全

保障理事会が一致した行動を取れないという

こともありますが、ウクライナ紛争で、西側

が結束して法の支配、人道を訴えてきたこと

がダブルスタンダードだったのではないのか。

世界中で他で起こっている紛争に対して、西

側諸国は放置してきたのではないか。それを

今になって、ウクライナ紛争で法の支配と言

い出したのは、果たして信用できるのかとい

うことに対して、残念ながらグローバルサウ

スの国々を中心として、大きな疑問を抱かせ

ることになると思います。 

あわせて国際人道法、最低限これを守らせ

ると言いながらも、こういったことが起こっ

ているということで、この法に対する信頼を

非常に損なっていく。最低限のタガを外して

いく。こういったことに、残念ながら今回の

事態がつながっていかないのかということが

懸念されるところです。もう一つだけ、今ま

でこの国際人道法についての話は、あくまで
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も国際法の話として、してきました。国際法

の話とはどういうことかというと、国際法と

いうのは伝統的に国と国との間の法です。国

際法において権利や義務を負うのは国家であ

る、という考え方が前提にあります。国際人

道法もそうやってできてきましたし、運用さ

れてきました。 

だから、戦争で被害を受けた人間が、例え

ば国家を訴えようとしても、あなたたちは国

際法上の権利は認められていません、という

形でその訴えが退けられるということが、こ

れまで繰り返されてきています。日本の戦後

補償裁判などでも、例えばハーグ陸戦条約で

認められている、犠牲を受けた場合に賠償を

求める権利というのは、あくまでも国家の権

利であって、個人が行使できる権利ではない、

と裁判所などは考えています。これが伝統的

なもので、国際人道法、武力紛争法に関して

も、あくまでも国家が責任を負うのかどうか

というレベルで議論されてきました。あるい

は紛争が終わった後、国家がある意味で和解

をすれば、それで全ての問題が消えてしまう。

最終的に力の強い国家は、被害を受けた国家

を黙らせれば、それでもう何事もなくなって

しまう、というような世界が通用してきたわ

けです。 

国際人道法は個人にも適用 

しかしながら、最近ずっと言われているこ

とに、国際人道法の個別化という考え方があ

ります。（PP P.26）つまり、国際人道法とい

うのは、単に国と国との間の法であるだけで

はなく、個人にとっても適用される国際法だ

という考え方です。まず典型的なのは国際刑

事法の分野です。お話してきたように、人道

法に違反するような行為に対して責任がある

人間は、刑事責任を問われる。それは単に国

内の裁判所だけではなくて、国内の裁判所が

扱えない場合には、国際的な裁判所がその責

任を追求する。だから、武力紛争に関わる指

導者、実際の兵士たちは、そのことを考えて

行動しなければならないというメッセージで

す。 

もう一つは国際人権法というメッセージ。

これは戦後、重要な国際法の発展で、この下

で初めて、個人は国家とは別に権利の主体と

して認められることになりました。ですから、

現在、人権を侵害された個人は、国家を相手

にして、いろいろな国際機関に訴えることが

できるというシステムが出来上がっています。

国際人道法と国際人権法の関係については、

長らく争いがありました。一時期の話として

は、武力紛争が始まった以上は国際人道法が

適用されて、国際人権法は平時のものだから

後ろに引っ込むのだ、という考え方もないで

はありませんでした。しかし、その考え方は、

今は否定されています。その考え方を否定し

たのが、まさにパレスチナの壁事件で、イス

ラエルが壁を作っていることが国際法上違法

なのかどうかを、国連総会が国際司法裁判所

に勧告意見を求めた時に、イスラエルが占領

している事態に対しては、国際人道法と国際

人権法の両方が適用される、そういう意味で、

壁の建設は違法だと判断を下した。 

この時から始まっています。国際人権法は

ヨーロッパ人権裁判所などで、いろいろな武

力紛争に適用されています。例えば、ロシア

が一部を占領しているモルドバやジョージア

の事態にも適用されています。国家が法的、

もしくは事実上の権限――法的には管轄権と

言いますけれど――管轄権を行使している時

には、それに伴って人権を保障する義務が生

じる、という考え方が一般的になっています。

日本が入っている国際人権条約のもとでも同

じような考え方です。そうすると、今回のよ

うな武力紛争によって被害を受けた人間は、

単に人道法違反の被害だけではなく、人権侵

害の被害を受けていると考えることができま

す。そのことは、紛争が終了しても、国と国

が国家的な解決をした後でも、個人のレベル

でその被害をどう救済してくれるのか、亡く

なった者をどう救済してくれるのか、という

クレームにつながっていくことになります。 

現在の武力紛争は、そういう刑事法や人権

法に対しての考え方なしに考えることはでき

ないわけです。かつて、カントが「永遠平和
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のために」という本を書いています。その中

に、戦争に関わる国家は、戦後の平和を不可

能にするような行為をしてはならない、とい

う準則があります。しかし、現在これを読み

換えなければいけないのは、単に国家が和解

をすることが不可能になるだけではなく、個

人の刑事責任や個人の人権侵害の救済も含め

て、解決が不可能になるような行為をしては

ならない、という準則として考えられるべき

だと思います。 

質疑応答 

司会 結論部分でもお話をいただきました

が、今まで国際法とか国際的な法と秩序を掲

げていたアメリカとヨーロッパの国が、今回

のイスラエルのかなり明らかな戦争犯罪を見

逃していることが――もともと国際法には罰

則規定がないという弱さがあって、紳士協定

のような部分があると思うのですけれども―

―今後の国際法とか国際的な協調に与える悪

影響についてお考えを伺いたい。 

東澤 法というものを考えるときに、法は

どのようにして守られるのか、ということを

少し考えていただきたい。一つは法を破った

ものに対して何らかの制裁を与える。これは

違反していると認定して恥を与えることや、

もっと具体的な罰を与えるということも含め

てです。そういったものが一つ想定されます。 

その意味で言えば、国際法の世界というの

は非常に頼りない世界です。現在、強制的に

何らかの行動ができるのは安全保障理事会し

かないわけです。それ以外は、例えば相手の

国が違反したら自分の国もそれに対して何ら

かの対抗をするという対抗措置とか、自分た

ちが守るから相手も守ってください、という

相互主義とか、あるいは多くの国で圧力をか

けるとか、そういったものしかないわけです。 

今回のように、大国が準当事者あるいは当

事者になってしまう場合には全く動かなくな

ってしまう、というのを我々は目にしてきた

ところです。でも法というのがなぜ守られる

のかというところの、もう一つの重要な要素

は、それが法として破ってはいけないものと

して、多くの人たちに受け入れられているか

どうか、ということの意識もあります。どん

なに厳しい法が存在したとしても、厳しい制

裁措置があったとしても、それを守れと言わ

れている人たちが、ある意味で懐疑的に見て

いるような、斜に構えて見ているような法で

あれば、実際には守られないわけです。どん

なに警察力を強化しても、軍隊を強化しても、

守られないものは守られないわけです。それ

を守らせるには、それなしには自分たちは生

存できない、これを守ることは正しいことな

のだという確信が、人の心の中にできて初め

て、法というものは本来の力を発揮できるの

だと思います。 

その意味で言えば、例えばウクライナ紛争

をきっかけとして、侵略行為というのは許さ

れないのだ、民間人に対して攻撃することは

許されないのだ、民間人の生活の糧を奪うこ

とは許されないのだ、そういった世論を、ア

メリカを中心とする西側世界は、法の支配と

いう言葉の下に作り上げてきたわけです。私

もそのテーマで、今年の 9 月に福岡でアジア

の弁護士たちが集まった人権大会の司会をし

ました。日弁連の会長に発言してもらい、イ

ンドとか他の国の弁護士会の会長にも発言し

てもらいましたが、いわゆるグローバルサウ

スと呼ばれている国々は非常に懐疑的です。

他にもたくさんの紛争があって、西側諸国は

それを無視してきたにも関わらず――その時

はまだ今回のイスラエル＝ハマスの紛争の前

でしたけれども――まさにパレスチナの問題

なども出て、そういった問題に対して放置し

てきたのに、今さら法の支配だと言われても、

本当にあなたたちはそう考えているの?と懐疑

的に見ているわけです。それは、おそらく第

三世界、グローバルサウスの多くの国の人た

ちが考えていることではないかと思います。 

それに対して、今回の事態に対する西側諸

国の対応がどういうメッセージを送ってしま

ったかというと、かろうじて国際人道法は守

りなさいよ、というところまでは評価できる

のです。バイデン大統領などもそう言ってい

る。でもイスラエルの反撃は支持します、と
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言った瞬間に、ある意味で法は守らなくても

いい、というメッセージを全世界に与えてし

まったのではないかと危惧します。今後、ウ

クライナ紛争のようなことが起こったときに、

「ガザのことを思い出してください。あの時

西側諸国は一体何をしましたか」と言われて

しまう危険性につながっていく。 

質問 イスラエルを支持するという西側の

メッセージが、グローバルサウスとか新興国

に誤った捉え方をされてしまう恐れがあると

いうところで、イスラエルを支持するという

明確なメッセージでなくても、例えば今日出

された G7 の外相声明の中に、イスラエルが自

衛権を有していることを強調する、それを支

持するとあります。このメッセージもそうい

うふうに受け取られる恐れがあるとお考えで

しょうか。また別の質問ですけれども、ガザ

でのイスラエルの行為について、ICC が捜査

することは可能だというご認識だったと思い

ます。一方で、ICC に加盟していないイスラ

エルの領域内でハマスがした行為について、

ICC は捜査できるのでしょうか。またガザで

の行為については、実際には調査・捜査する

のが今非常に難しい状況だと思います。プー

チン大統領に対する ICC の逮捕状は、発生か

ら 1 年ぐらいで出たと思いますが、どれぐら

い時間がかかりそうか、予断はできないかも

しれないですが、どう評価なさっているか。 

東澤 まず、自衛権を支持するということ

ですけれども、自衛権とは一体何を指すのか。

実はアメリカは、先制的な自衛権といった形

で、自衛権の範囲をこれまで広く解釈してき

ました。そういった点から言えば、アメリカ

内の理屈の中では自衛権に入るのかもしれま

せんが、少なくとも国際法の世界では、自衛

権の行使要件は非常に厳しく議論されてきて

います。それによって、自衛権を名にした侵

略戦争とか紛争を防止しようという枠組みを

作ってきたわけです。 

今回のイスラエルの過剰な攻撃、ハマスを

撃退した後もずっと続ける攻撃、さらには安

全保障理事会に状況を報告することもしない

攻撃、こういったことを続けていると、自衛

権というもののタガが、ある意味ではずれて

くる。その意味では、これも自衛権として正

当化できるのだ、という誤ったメッセージを

与える可能性はあると思います。 

次に ICCの話ですけれども、ICCは加盟国の

領域内で起こった犯罪と加盟国の国民によっ

て起こされた犯罪を捜査する権限を持ってい

ます。ですから、パレスチナ国籍を持ってい

る人間については、ガザの域外で起こった行

為についても捜査できることになります。で

は全く関係のない、例えばイランの人間が武

装勢力に入っていて、イスラエルでの攻撃に

参加していた場合はどうか。今言った要件に

は当たらないことになってしまうのではない

か。ただし実際に人質を連れてきて、ガザ域

内で拘束しているのはそれ自体が継続した犯

罪ですので、捜査の対象になる。ガザ以外で

行われた非締約国の国民による攻撃となると、

外れる可能性は出てきますけどでも、ハマス

の行為も十分対象になる話です。 

実際の捜査ですが、イスラエルにしてもハ

マスにしても、攻撃を指示した指揮命令系統

が、いろいろな外形的な証拠から証明できる

場合には、上に遡っていくことになりますけ

れども、決して楽なことではありません。プ

ーチン大統領の場合ですが、あれは非常に楽

な事件で、子どもの連れ去りは国家の政策と

して、子ども担当省と一緒に発表していまし

た。だから明々白々なので逮捕状が出せたと

いうところがあります。 

質問 ハマスに対して武力紛争法がフルに

適用される可能性が大きい、とおっしゃいま

した。一方で、ハーグ陸戦条約の規則でした

か、第 1 巻第 1 章ですかに、戦闘員について

の定義があります。1から 4まで。それを見る

と、特に第 4 の行動において、戦争法規を遵

守すること、とあります。けれども少なくと

も 10 月 7 日のハマスの行動は、全くこれを無

視してます。それ以前に、ハマスはロケット

弾でイスラエルを攻撃してます。誘導装置が

ないわけですから、要するにあれは無差別攻

撃ですね。これも戦争法規を無視してると思

います。ということで、ハマスはそもそも戦
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闘員というか交戦団体と認められるのか。少

なくとも欧米諸国は認めてないと思うのです。

認められなければで、彼らの行為は戦争犯罪

ではなく、単なる犯罪ではないのか、と思う

のですが、どうでしょうか。それとイスラエ

ルの病院に対する攻撃が人道法違反だとおっ

しゃってるわけですが、イスラエルの主張に

よると、シファ病院はハマスが軍事施設とし

て利用してるから攻撃したのだ、と言ってる

わけです。そうするとこれはある程度は正当

化されないのでしょうか。映像なども公開し

てますので。あれが全くのフェイクともちょ

っと思えないので。 

東澤 まずハマスですけれども、パレスチ

ナは第一追加議定書にも第二追加議定書にも

入っています。その中で定義されている戦闘

員というのは、軍隊の構成員ということにな

ります。ほかに国家の軍隊の構成員ではなく

ても捕虜の資格を受けるものが列挙されてい

ます。そういった意味では、追加議定書の下

では戦闘員として認められる余地がある。別

に戦闘員として認められたから何かいいこと

があるかと言うと別にないのです。単に攻撃

をしても国際法上の責任は問われないという

だけです。同時に民間人を攻撃してはならな

い、誘導装置のないミサイルを撃ってはいけ

ないというのは、ハマスの兵士たちが戦闘員

であろうがなかろうが、国際的武力紛争にも

非国際的武力紛争にも両方に適応される法に

よって禁止されることになります。ですから

戦闘員に該当しようがしまいが、これは武力

紛争法に違反した行為をやっていて、なおか

つ戦争犯罪になる可能性があります。 

国際法と国内法との関係ですけれども、国

内法は国際法とは別に適用することができま

す。つまりイスラエルの国内法で、あれはテ

ロ攻撃であって戦闘員の攻撃ではない、とい

ってイスラエルの国内での犯罪として認定す

ることは、イスラエル国家はできます。 

シファ病院の場合は、まずそこに仮に軍事

施設が置かれていたなら、原則としては攻撃

対象になります。ただし軍事施設として常に

使われている施設でなければいけないわけで

す。実際に使われていることをどうやって確

認したのか、ということも問題になりますし、

さらに均衡の原則というのがある。そこを撃

つ以外に、そこの戦闘能力を奪うことはでき

なかったのか、民間人に与える被害とのバラ

ンスを考えなければいけない。 

そういった意味で、100%は正当化されない

と思います。たとえそこに軍事施設、トンネ

ルの入り口があったとしても、イスラエルは

少なくともそれが現役の施設として使われて

いたこと、なおかつそこを砲撃する以外にそ

の戦闘能力を奪う方法がなかった、というこ

とを証明しなければいけないと思います。 

質問 イスラエルのネタニヤフ政権はハマ

スに対する戦争を宣言し、その目的をハマス

を壊滅させること、そして人質の全員解放を

実現することと表明しています。このハマス

を壊滅させる、という戦争目的は武力紛争法

上どのようにご覧になられるでしょうか。二

つ目は、イスラエルの軍事攻撃の巻き添えで

亡くなったり怪我をしたパレスチナの一般市

民が、被害の補償を求めていく法的な手続き

とはどういうものになるのでしょうか。例え

ば ICC に加盟しているパレスナ暫定自治政府

を通した形での手続きになるのか、一般市民

個人で法的手続きを行使していくことが可能

なのか。 

東澤 壊滅というのは法律用語にはなく、

法的な概念ではないので、いろいろな評価は

可能だとは思いますけれども、少なくとも今

の武力紛争法が、と言うか国連憲章は、紛争

を解決するための手段として、武力を行使す

ることは認めていないわけです。国連憲章 51

条が認めているのは、自衛の範囲でのみ一時

的に武力を行使することができる、という話

なのです。自国が攻撃されている場合は、そ

れを撃退することは当然自衛権の範囲内にな

ります。けれどもさらに追って行って、将来

を見越して根絶やしにするということは、武

力を行使する正当な目的にはならないと思い

ます。 

では将来またハマスが攻めてきたらどうす

るのだ。ミサイルを撃ってきたらどうするの
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だ。ただ傍観して待てというのか、と言うか

もしれません。いや、そうではなく少なくと

も武力行使だけではなくて、他にも方法はあ

るでしょう、というわけです。自分たちへの

攻撃が終わったら、それ以上の武力行使はス

トップしなければいけませんということで、

今の国連憲章はできているわけですから、そ

れ以上の目的を正当化することはできないと

思います。 

市民の賠償をどうやって行うのかというこ

とですけれども、まず国内的な手段としては、

イスラエルの国内裁判所に被害者が訴えると

いうことがあります。ただしイスラエルの裁

判所が、例えば日本が戦前の行為を訴えられ

た時に日本の裁判所がとった行動を考えれば、

そう簡単にイスラエル政府の責任を認めて賠

償判決を出すとことはないかもしれません。

ただ、そういった可能性が全くないと言い切

れないのがイスラエルの司法制度の面白いと

ころです。イスラエルの司法制度は、それな

りに司法権の独立がこれまで機能してきたと

ころです。だからこそネタニヤフ政権はそれ

を変えようとしてたところに、今回の紛争が

起こったわけですけれど。 

イスラエル国内での裁判で救済されないこ

とになれば――イスラエルは自由権規約に入

っていて、選択議定書には入っていなかった

と思いますが――少なくとも国際人権規約の

下での義務を果たさなければいけないと、条

約機関から勧告を受ける可能性はあります。

ただ勧告には強制力はありません。 

もう一つの国際的な手段としては、これが

今後国際刑事裁判所で立件された場合に、被

害者は国際刑事裁判所の手続きに参加する権

利と、有罪判決が出た時に賠償を求める権利

が認められます。実際に、イスラエル軍がガ

ザに地上侵攻した 2014 年の事態に対して、事

件の捜査が開始された際に、パレスチナのそ

の当時被害を受けた人間たちは、ICC に参加

の申し立てをして、一定程度認められていま

す。そのようにいろいろな手段を使っていく

のですが、ではそれで本当にうまくいくのか

と聞かれると、様々な事情でそう簡単にはう

まくはいきませんよ、としか言いようがあり

ません。 

 

文責・日本記者クラブ 
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国際人道法
ーイスラエル＝ガザ紛争における役割

於：日本記者クラブ（2023年11月29日）
東澤 靖（明治学院大学教授・弁護士）

1

国際人道法
-International Humanitarian Law (IHL)

国際人道法

武力紛争法（戦争法規）

ー武力紛争下に適用
・戦争の方法及び手段の規制（ハーグ法）
・戦争の犠牲者の保護」（ジュネーブ法）

重大人権侵
害の規制

ー戦時・平時を
問わない
・ジェノサイド禁止

・人道に対する犯
罪禁止

2
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国際人道法の概要

国際人道法とは、武力紛争法（戦争法規）＋αである。

武力紛争法は、武力紛争の間に適用される国際法である。

武力紛争法は、紛争の原因や武力行使の違法性に拘らず、平等に
適用される。

武力紛争法は、「戦争の犠牲者の保護」（ジュネーブ法）と「戦争の方
法及び手段の規制」（ハーグ法）の2つの分野からなる。

3

国際人道法の法源
ー条約と慣習国際法

主要な条約
ハーグ陸戦条約・規則

ジュネーブ4条約（GCⅠ〜Ⅳ）
ジュネーブ第１、第２追加議定
書（APⅠ、Ⅱ）
個別兵器に関する条約

加盟状況

パレスティナ
• GC・AP1加入（2014）、ICC規
程加入（2015）

イスラエル
• GC批准（1951）、AP・1CC規
程 未批准

慣習国際法
諸国家の実行を通じて法的確信
に高まったもの。加盟に関わらず
国家を拘束。

ハーグ法を中心とする「戦争の法
規及び慣例」

ジュネーブ4条約、追加議定書を
基礎とする諸規則

ICRCが、161項目の規則にま
とめている（ICRC慣習法）
https://www.icrc.org/en/doc/as
sets/files/other/jap-
irrc_857_henckarts.pdf

4
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武力紛争の性質

武力紛争法が対象とするのは、国際的武力紛争（IAC）と
非国際的武力紛争（NIAC）
IAC適用される法の一部のみがNIACに適用される。
NIACに適用される条約は、限定的
• ジュネーブ4条約の共通3条、第2追加議定書

ICRC慣習法は、ほとんど差異がなくなっているとする。

NIACで認められていない典型例は、武装勢力構成員の
戦闘員・捕虜の資格。

5

現在の武力紛争法の弱点

条約は、軍事的能力を手放したくない諸国間の妥協の産
物

規則は、「軍事的利益」と「人道」のバランスの下に定められ、軍
事的必要性による例外が多い。

1977年以降、武力紛争に関する新しい条約は採択されていない。
武力紛争法違反の事実調査、判断、履行確保のために独立・中
立に機能する国際機関は、武力紛争法の中には存在しない。

6
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今回の紛争に適用される武力紛争法

パレスティナは独立した主権国家と評価できる
（争いあり）。

ハマスの軍事部門に国家の組織された軍隊の
側面があることは否定できない。

イスラエルとハマス（一体として行動する武装勢
力）の間の武力紛争は、国際的武力紛争と評価
される可能性が大きい。

「テロリズム」、「テロ組織」の指定は、武力紛争法の
適用とは無関係。

7

武力紛争法の基本原則

区別原則：
戦闘員・軍用物と文民・民用物とを区別すること（ICRC慣習法1）。

軍事的必要性の原則：

戦争の目的を、敵の弱体化と降伏の達成に限定し、目的を超え
て敵の軍隊や財産を全面的に破壊することを否定する（ICRC慣
習法50）。

均衡の原則：

文民・民用物への損害予測を超える軍事的利益の予測がない
軍事行動を禁止する（ICRC慣習法14）。

人道の原則：
軍事行動は「人道の法」の支配を受ける（GCⅠ~Ⅳ廃棄条項など）。

8
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戦闘員と民間人の区別

武力紛争法の中心原則の一つは戦闘員と民間人（文民）
の区別である。

戦闘員（軍隊の構成員）

敵対行為に直接参加する権利を持ち（殺傷・破壊行為の免責、
APⅠ：43条(2)）、捕虜として扱われる資格（GCⅠ:14条、GCⅡ:16条、
GCⅢ4条）を認められる。そのため自らを民間人から区別する義
務を負い、攻撃対象となる。非国家の武装勢力には、原則として
戦闘員や捕虜の資格が認められない。

民間人（文民）

戦闘員や捕虜の資格を認められない者（APⅠ：50条(1)、ICRC慣
習法5）。戦闘員と扱われる例外もある。民間人には、戦闘員の
特権は認められないが、反面、攻撃の対象とされず、各種の保
護を受ける。

9

民間人・民用物を攻撃対象としてはなら
ない（区別原則）

攻撃においては、民間人・民用物と戦闘員・軍事目標を
常に区別し、戦闘員・軍事目標のみを軍事目標とすべき
（APⅠ：48条、51条(2)(6)、APⅡ：13条(2)、ICRC慣習法１、
7）
軍事目標は軍事的効用と明確な軍事的利益がある場合である
（APⅠ：52条(2)、ICRC慣習法8）
民用物（軍事目標以外のすべての物：ICRC慣習法9）

他方で、軍事目標を攻撃した結果、民間人に「付随的損害」を与
えること自体は禁止されていない。
• そのため、無差別攻撃の禁止と予防措置

10



2023/11/27

6

区別原則:無差別攻撃の禁止
（APⅠ：51条(4)、ICRC慣習法11、12）

特定の軍事目標のみを対象としない攻撃（51条(5)に例
示）

特定の軍事目標のみを対象とすることのできない戦闘の
方法及び手段

限度を超える影響を及ぼす戦闘の方法及び手段（51条
(5)に例示）

11

区別原則:予防措置
区別原則を確実にするため、予防措置を
取らなければならない（APⅠ：57条(1)、
ICRC慣習法15~24）
攻撃する側（APⅠ：57条(2)(3)）
•自制、中止、警告、選択
防御する側（APⅠ：58条）
•移動、回避、予防
•関連して、「人間の盾」の禁止（51条(7)、GCIV：28
条、ICRC慣習法97）

12
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攻撃が禁止される個別の対象

戦闘外にある者

文化財・礼拝所

自然環境への広範・長期・深刻な損害

医療施設・活動、例外あり

民間人の生存に不可欠な物

攻撃・破壊のみならず、飢餓状態におくこと、物を移動・利用させ
ないことを含む。例外あり。

文民保護活動
識別が必要、例外あり

13

禁止される戦闘の方法・手段

数多く存在するが、とりわけ

飢餓の状態に置くことの禁止（ICRC慣習法
53）
無差別な性質を持つ兵器の使用の禁止
（ICRC慣習法71）
人質を取る行為の禁止（ICRC慣習法96）
人間の盾の禁止（ICRC慣習法98）

14
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民間人は交戦当事者による保護の対
象となる

保護の枠組み
GCⅣは、「被保護者」（占領地など自国の保護を受けられない者）とそれ以外を
区別

APⅠとICRC慣習法（87−105、118−128）は、もはやそのような区別を設けていな
い。

NIACでは、ジュネーブ4条約共通3条、第２追加議定書が限定的な保護規定

基本的な保障
①占領地住民の人道的な取扱いと差別のない保護

②文民に対する禁止行為：生命身体、尊厳、人質、集団罰など

③逮捕・抑留・収容される者の権利、公正な裁判など

④女性と子どもに対する特別の保護

15

保護の具体例：民間人の生活

占領地：
食料・医薬品の供給、健康・衛生の維持確保、宗教上の援助、
救済品の分配、赤十字による人道的救援活動の許容

こども

特別な尊重と保護を受ける権利（避難・監護・食糧・医療・教育・
宗教・識別措置など）

人道救援・平和維持活動の保護・尊重

医療活動の保護・尊重（攻撃対象の項で詳しく記載）

ジャーナリストの保護・尊重

16
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保護の具体例：禁止行為

移送・移動の禁止

民間人に対する強制移送・追放は原則禁止（GCⅣ49
条、APⅠ：85条(4)(a)）、APⅡ：17条、ICRC慣習法129
〜131）

人質を取ること（既述）
絶対的禁止

17

ハマス側の行為をどう考えるか
１０月７日の民間人の殺害

軍事目標以外へのミサイル攻撃

人質をとっていること

軍事施設を病院など民間施設の近くに設けていること

「人間の盾」？

75年間の占領・暴力への抗議や報復として正当化できるか？

18



2023/11/27

10

イスラエル軍の行為をどう考えるか

多くの民間施設への砲撃と生活基盤の破壊

包囲戦

民間人への移動指示

病院施設への攻撃

イスラエルの消滅や日常的なテロへの全般的恐怖、自衛権の行使、人質の取り
戻しなどを理由に正当化できるか？

19

イスラエルのガザ地区への攻撃継続は、
自衛権によって正当化されない。

自衛権の行使には限界がある。
①武力攻撃の存在、②急迫性、③必要性、④均衡性

パレスティナ占領による急迫性の欠如

ハマス・武装勢力を領域内から排除し急迫性は終了している。

将来の攻撃やテロの可能性は必要性としては不十分
• 先制的自衛を国連憲章は認めていない
「反撃」の行っている攻撃は明らかに過剰

人質が取られていることは武力攻撃を正当化しない

20
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戦争犯罪と刑事司法
戦争犯罪
「ジュネーブ諸条約の重大な違反行為」と「武力紛争の法規慣例の著しい違反」
である（ICRC慣習法151、156）
ジュネーブ諸条約は戦争犯罪を自国で捜査・訴追することを義務づけている。

国際刑事裁判所（ICC）規程
戦争犯罪（8条）：現時点で最も包括的なリスト
非加盟国の国民であっても加盟国の領域内で発生した犯罪に対し、管轄権を行
使できる

諸条約の重大違反行
為

法規及び慣例の著しい違反

国際的武力紛争 8条(2)(a)：8類型 8条(2)(b)：26類型

非国際的武力紛争 8条(2)(c)：4類型 8条(2)(e)：15類型

21

2023年のイスラエル＝ガザ紛争において
可能性のある戦争犯罪

ハマス側

１０月７日の民間人の
殺害

軍事目標以外へのミ
サイル攻撃

人質をとっていること

「人間の盾」を用いて
いること

イスラエル軍

軍事目標以外への砲
撃

医療活動への攻撃

包囲戦

民間人の不法な追放・
移送・移動

22
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その他の国際犯罪

ジェノサイド犯罪（6条）
パレスティナ人集団を破壊する意図が立証さ
れる各種の行為

人道に対する犯罪（7条）
広範または組織的な文民に対する攻撃として
行われる、

殺人、住民の一部の破壊を意図する生活条
件の賦課、追放・強制移送、迫害

23

ICCによる指導者訴追の可能性
ICCが管轄権を行使する3つの場合
安保理付託（制限なし）、締約国付託・検察官職権捜査（加盟国
の国民によるまたは領域内での犯罪）

パレスティナの加盟と付託
ICCは、パレスティナの加盟（2015年）と付託（2018年）に基づき、
パレスティナの領域で発生する事態について、捜査許可を行った
（2021、予審裁判部第１決定）。この決定で、その地理的管轄権
は、ガザ、西岸、東エルサレムに及ぶとした。

そのため、ガザ地域で発生した事態に対して、ICCは管轄権を行
使できる見込み。

実際の捜査や逮捕の困難性

24



2023/11/27

13

「法の支配」基盤の侵食という危機
ー西欧先進諸国のイスラエル支持がもたらすもの

イスラエル攻撃による民間人への被害は、「自衛権」・「反テロリズ
ム」・「人質奪還」などの理由でも正当化されない。

国連安保理をはじめ国際社会が一致した行動を取れないことは、国
連の集団安全保障体制への信頼がますます損なわれる。

ウクライナ紛争でグローバルサウスが西欧先進諸国に対して抱いた、
「ダブル・スタンダード」の懐疑が裏付けられてしまう。

武力紛争へのセーフティ・ネットであるべき、ジュネーブ諸条約や国
際人道法への相互信頼が失われていく。

結果として、世界各地で紛争の火種を抱える当事者にとっての、国
際人道法の「たが」を外す（unhoop）ことにつながる。

25

個人の責任と権利としての国際人道法
ーIndividualization of IHL

国際人道法

武力紛争法（戦争法規）

ー武力紛争下に適用
・戦争の方法及び手段の規制（ハーグ法）
・戦争の犠牲者の保護」（ジュネーブ法）

重大人権侵
害の規制

ー戦時・平時を
問わない
・ジェノサイド禁止

・人道に対する犯
罪禁止

国際刑事法

国際人権法

26
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資料１ 
 
１、武⼒紛争法（国際⼈道法）の主な法源 

・陸戦の法規慣例に関する条約（1907 年、ハーグ陸戦条約：HC） 
・陸戦の法規慣例に関する規則（1907 年、ハーグ陸戦条約：HR） 
・戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する 1949 年 8 ⽉ 12 ⽇のジュネー
ヴ条約（第⼀条約)（ジュネーブ第 1 条約：GCⅠ） 
・海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する 1949 年 8 ⽉ 12 ⽇の
ジュネーヴ条約（第⼆条約)（ジュネーブ第２条約：GCⅡ） 
・捕虜の待遇に関する 1949 年 8 ⽉ 12 ⽇のジュネーヴ条約（第三条約)（ジュネーブ第
３条約：GCⅢ） 
・戦時における⽂⺠の保護に関する 1949 年 8 ⽉ 12 ⽇のジュネーヴ条約（第四条約)
（ジュネーブ第４条約：GCⅣ） 
・1949 年 8 ⽉ 12 ⽇のジュネーヴ諸条約の国際的な武⼒紛争の犠牲者の保護に関する
追加議定書（議定書 I）（1977 年、ジュネーブ第１追加議定書：APⅠ） 
・1949 年 8 ⽉ 12 ⽇のジュネーヴ諸条約の⾮国際的な武⼒紛争の犠牲者の保護に関す
る追加議定書（議定書Ⅱ）（1977 年、ジュネーブ第２追加議定書：APⅡ） 
・⾚⼗字国際委員会「慣習国際⼈道法」（2005 年：ICRC 慣習法） 
 

２、ジュネーブ諸条約共通 3 条（⾮国際的武⼒紛争） 
第３条〔国際的性質を有しない紛争〕 

締約国の⼀の領域内に⽣ずる国際的性質を有しない武⼒紛争の場合には、各紛争
当事者は、少くとも次の規定を適⽤しなければならない。 
(1) 敵対⾏為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、
抑留その他の事由により戦闘外に置かれた者を含む。)は、すべての場合において、
⼈種、⾊、宗教若しくは信条、性別、⾨地若しくは貧富⼜はその他類似の基準によ
る不利な差別をしないで⼈道的に待遇しなければならない。このため、次の⾏為は、
前記の者については、いかなる場合にも、また、いかなる場所でも禁⽌する。 
(a) ⽣命及び⾝体に対する暴⾏、特に、あらゆる種類の殺⼈、傷害、虐待及び拷問 
(b) ⼈質 
(c) 個⼈の尊厳に対する侵害、特に、侮辱的で体⾯を汚す待遇 
(d) 正規に構成された裁判所で⽂明国⺠が不可⽋と認めるすべての裁判上の保障
を与えるものの裁判によらない判決の⾔渡及び刑の執⾏ 
(2) 傷者及び病者は、収容して看護しなければならない。⾚⼗字国際委員会のよう
な公平な⼈道的機関は、その役務を紛争当事者に提供することができる。紛争当事
者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部⼜は⼀部を実施する
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ことに努めなければならない。前記の規定の適⽤は、紛争当事者の法的地位に影響
を及ぼすものではない。 

 
３、詳細な条⽂ 

（１） 攻撃が禁⽌される個別の対象 
・戦闘外にある者（捕虜、投降者、傷病）（APⅠ：41 条、ICRC 慣習法 47） 
・⽂化財・礼拝所（APⅠ：53 条、APⅡ：16条、ICRC 慣習法 38） 
・⾃然環境（APⅠ：35 条(3)、55 条、ICRC 慣習法 43、45） 
・医療施設・活動（GCⅠ：19 条、20 条、24 条−26条、33 条、35 条、GCⅡ：22
条−28 条、36条-37 条、39 条、40 条、APⅠ：12 条、15 条、21 条−24 条、APⅡ：
9 条−11 条、APⅡ：11 条(1)、ICRC 慣習法 30） 
・危険内蔵⼯作物・施設（APⅠ：56条(1)、APⅡ：15 条、ICRC 慣習法 42） 
・⺠間⼈の⽣存に不可⽋な物（APⅠ：54 条(1)(2)(4)、APⅡ：14 条、ICRC 慣習
法 54） 
・⽂⺠保護活動（APⅠ：61 条−67 条、ICRC 慣習法 31、32） 

（２） 関連する⺠間⼈の保護 
・占領地：⾷料・医薬品の供給、健康・衛⽣の維持確保、宗教上の援助、救済品の
分配、⾚⼗字による⼈道的救援活動の許容（GCⅣ55,56,58,59-63 条、APⅠ：69 条、
APⅡ：18 条、ICRC 慣習法 55、56） 
・こども：特別な尊重と保護を受ける権利（避難・監護・⾷糧・医療・教育・宗教・
識別措置など）（GCⅣ24,50 条、APⅠ：78 条(2)）、APⅡ：4 条(3)(a)、 ICRC 慣
習法 135） 
・⼈道救援・平和維持活動の保護・尊重（GCⅣ14-22 条、APⅠ：61-71 条、ICRC
慣習法 31―33、56） 
・医療活動の保護・尊重（攻撃対象の項で記載した数多くの条⽂、ICRC 慣習法
25~29） 
・ジャーナリストの保護・尊重（APⅠ：79 条、ICRC 慣習法 34） 

（３） 関連する禁⽌⾏為 
 
４、戦争犯罪と刑事司法 

（１） ジュネーブ諸条約の重⼤な違反 
ジュネーブ諸条約の重⼤な違反（GCⅠ： 50 条、GCⅡ： 51 条、GCⅢ：130
条、GCⅣ： 147 条、APⅠ：85 条） 
加盟国は戦争犯罪を⾃国において捜査・訴追する義務を負う（GCⅠ： 49 条、
GCⅡ： 50 条、GCⅢ：129 条、GCⅣ：146条、ICRC 慣習法 157、158） 

（２） ICC 規程の戦争犯罪のリスト 
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① ジュネーブ諸条約の重⼤な違反（国際的武⼒紛争）8 条(2)(a) 
同諸条約で保護される⼈や財産に対して⾏われる： 
1.殺⼈、2.拷問や⾮⼈道的待遇、3.重い苦痛や重⼤な傷害、4.不法かつ恣意的な財産の破
壊や徴発、5.捕虜等の強制的軍隊服務、6.捕虜等の裁判を受ける権利のはく奪、7.不法な
追放・移送・拘禁、8.⼈質をとること 

② 法規及び慣例の著しい違反（国際的武⼒紛争）8 条(2)(b) 
1.⽂⺠への攻撃、2.軍事⽬標以外の物（⺠⽤物）への攻撃、3. ⼈道的援助・平和維持活
動への攻撃、4.過剰な殺傷・損傷・損害を付随的に発⽣させる攻撃、5. 防衛されていな
い地域や建物等への攻撃、6.⾮武装投降戦闘員の殺傷、7.標章等の不正利⽤による殺傷、
8.⾃国⺠の移送と被占領住⺠の追放・移送、9. 宗教・教育・芸術・科学・慈善のための
建物、歴史的建造物、病院、傷病者収容所への攻撃、10. ⾝体切断や⼈体実験、11.敵
対国⺠等の背信的殺傷、12.「助命なし」宣⾔、13.理由のない財産の破壊・没収、14.敵
対国⺠の権利・訴権の消滅・停⽌等、15.敵対国⺠の作戦活動参加強制、16. 都市等にお
ける略奪、17.毒兵器使⽤、18.ガス物質等の使⽤、19.ダムダム弾等の使⽤、20.包括的禁
⽌対象の兵器等の使⽤、21.個⼈の尊厳の侵害等、22.性的暴⼒、23.「⼈間の盾」として
の⽂⺠等の利⽤、24.特殊標章を使⽤する建物・物品・医療活動への攻撃、25.⽂⺠の⽣
存に不可⽋な物品のはく奪による飢餓状態の利⽤、26.15 歳未満の⼦どもの軍隊徴集・
編⼊ 

③ジュネーブ諸条約共通３条の重⼤な違反（⾮国際的武⼒紛争）8 条(2)(c) 
敵対⾏為に直接に参加しない者に対して⾏われる： 
1.⽣命・⾝体への加害（特に殺⼈・⾝体切断・虐待・拷問）、2.個⼈の尊厳の侵害（特に．
侮辱的で体⾯を汚す待遇）、3.⼈質をとること、4.裁判所の判決によらない刑と執⾏  

④法規及び慣例の著しい違反（⾮国際的武⼒紛争）8 条(2)(e) 
1.⽂⺠等に対する攻撃、2.医療活動への攻撃、3.⼈道的援助要員等への攻撃、4. ⽂化的
諸施設の攻撃、5. 都市等における略奪、6. 性的暴⼒、7. 15歳未満の⼦どもの軍隊徴集・
編⼊、8.⽂⺠の移動、9. 敵対戦闘員の背信的殺傷、10. 「助命なし」宣⾔、11. ⾝体切
断や⼈体実験、12. 理由のない財産の破壊・没収、13. 毒兵器使⽤、14. ガス物質等の使
⽤、15.ダムダム弾等の使⽤  

 
（３） 可能性のある戦争犯罪（IAC/NIAC） 

① ハマス側の戦争犯罪 
・１０⽉７⽇の⺠間⼈の殺害（(2)(a)(i)/(2)(c) (i)） 
・軍事⽬標以外へのミサイル攻撃（(2)(b)(i)(ii)/ (2)(e)(i)） 
・⼈質をとっていること（(2)(a)(viii)/(2)(c) (iii)） 
・「⼈間の盾」を⽤いていること（(2)(a)(xxiii)） 
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② スラエル軍の戦争犯罪 
・軍事⽬標以外への砲撃（(2)(b)(i)(ii)/ (2)(e)(i)） 
・医療活動への攻撃（(2)(b)(ix)(xxiv)/ (2)(e)(ii)) 
・包囲戦（(2)(b)(xxv)） 
・⺠間⼈の不法な追放・移送・移動（(2)(a)(vii)/(2)(e) (viii)） 
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